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公益通報者保護規程 

公益社団法人日本バイアスロン連盟 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人日本バイアスロン連盟（以下「この法人」という。）の職員等か

らの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めるこ

とにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって法令を遵守した事業運営の強化に資するこ

とを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規程において公益通報とは、公益通報者保護法（平成16年法律第122号。）第２条第１項

に規定する通報をいう。 

２ この規程において職員等とは、この法人の職員就業規則（以下「就業規則」という。）に規定す

る職員及びこの法人と請負契約その他の契約をしている事業等に従事する労働者をいう。 

第２章 通報処理体制 

（窓口） 

第３条 職員等からの公益通報を受け付ける窓口及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相

談に応じる窓口（以下「公益通報窓口」という。）をこの法人の事務局に置く。 

２ 事務局には、公益通報処理担当者を置く。 

（公益通報の方法） 

第４条 公益通報窓口の利用方法は電子メールまたは封書とする。 

 電子メールアドレス biathlon_japan@yahoo.co.jp 

   封書送付先 公益社団法人日本バイアスロン連盟事務局公益通報処理担当者 

（調査） 

第５条 公益通報を受けた事項に関する事実関係の調査は、事務局長が行うものとする。 

２ 代表理事は、調査する内容によって、関連する部署のメンバーからなる調査チームを設置するこ

とができる。 

（協力義務） 

第６条 職員等は、公益通報された内容の事実関係の調査に協力しなければならない。 

（是正措置） 

第７条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、この法人は速やかに是正措置及び再発防

止措置を講じなければならない。 

（処分） 

第８条 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、この法人は当該行為に関与した者に対し、

就業規則に従って、処分を課すことができる。 

第３章 当事者の責務 

（通報者等の保護） 

第９条 この法人は、通報者等が相談又は公益通報をしたことを理由として、通報者等に対して解雇

その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。 
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２ この法人は、通報者等が相談又は公益通報したことを理由として、通報者等の職務環境が悪化す

ることのないように、適切な措置をとらなければならない。 

３ この法人は、通報者等に対して不利益な取扱い、嫌がらせ等を行った職員等に対し、就業規則に

従って、処分を課すことができる。 

（個人情報の保護） 

第10条 この法人及びこの規程に定める業務に携わる者は、公益通報等の内容及び調査で得られた

個人情報を開示してはならない。 

２ この法人は、正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、就業規則に従って、処分を課すこと

ができる。 

（通知） 

第11条 この法人は、通報者に対し、調査結果及び是正結果について、被通報者（その者が法令違反

等を行った、行っている又は行おうとしていると公益通報された者をいう。）のプライバシーに配

慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。 

（不正の目的） 

第12条 通報者等は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的をもって公益通報を

行ってはならない。 

２ この法人は、前項の規定に違反して通報を行った者に対し、就業規則に従って、処分を課すこと

ができる。 

（相談又は通報を受けた者の責務） 

第13条 公益通報処理担当者以外の者が相談又は公益通報を受けたときは、この規程に準じて誠実

に対応するよう努めなければならない。 

２ 前項の規定による公益通報等を受けた者は、その内容を速やかに公益通報窓口に報告しなけれ

ばならない。 

３ 公益通報等を受けた公益通報処理担当者以外の者は、その内容等について他に漏らしてはなら

ない。 

（補則） 

第14条 この規程の実施に関し必要な事項は、代表理事（会長）が別に定める。 

 

   附 則 

 この規程は、この法人の設立した日から施行する。 

 令和３年１０月３０日一部改正 

 

附 則 

 この規程は、令和６年１月１６日から施行する。 

 

附 則 

 この規程は、令和６年６月７日から施行する。 


